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（ 公 印 省 略 ）   

 

 

住民基本台帳事務処理要領の一部改正について（通知） 

 

今般、住民基本台帳事務処理要領（昭和 42 年自治振第 150 号等自治省行政局長から

各都道府県知事あて通知）の一部を下記のとおり改正することとしましたので、貴職に

おかれては内容を承知いただくとともに、各都道府県知事におかれては域内の指定都市

を除く市町村（特別区を含む。）に周知してください。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に基づく

技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 改正事項 

市町村における住民票及び戸籍の附票の事務の処理に係る情報システムについ

ては、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第 40 号）

第６条第１項において必要な基準を定めることとされているところ、今般、同項に

基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する

標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定

める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等

に関する標準化基準を定める省令（令和８年総務省令第 31 号）及び地方公共団体

情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定

める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号

及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に

関する標準化基準を定める省令（令和８年総務省令第 32号）（以下これらを「標準

化省令」という。）が制定されたことを踏まえ、住民基本台帳法（昭和 42年法律第

81 号）第６条第３項及び第 16条第２項の規定により、磁気ディスクをもって調製

する住民票及び戸籍の附票等の取扱いについて、標準化省令で定める機能要件及び

帳票要件によることとする等の所要の改正を行ったこと。 

 

第２ 住民基本台帳事務処理要領の一部改正 

   住民基本台帳事務処理要領の一部を別添の新旧対照表のように改正する。 

 



第３ 実施期日 

   この通知は、令和８年４月１日から実施する。 

 

【担当】 

総務省自治行政局住民制度課 

 手塚係長、杉浦主査、渡邉官、釘宮官 

  03-5253-5517（直通） 
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住民基本台帳事務処理要領 新旧対照表 
 

                     （傍線の部分は改正部分） 
 

令和８年４月１日以降 現行 

第２ 住民基本台帳 

 １ 住民票 

  (1) 様式及び規格 

   ア 住民票（法第６条第３項の規定により磁気ディスクをもっ

て調製される住民票を除く。以下このア及びイにおいて同じ

。）の様式は、法定されていないから、市町村において住民

の利便を考慮し、簡明かつ平易な様式について創意工夫され

たい。なお、住民票は、原則として、個人又は世帯につき一

葉とされることが望ましいが、法第７条第１号から第８号の

２まで及び第13号に規定する事項（氏に変更があった者にあ

っては法第７条第１号から第８号の２まで及び第13号に規定

する事項並びに住民票に記載をされている旧氏及び旧氏の振

り仮名、外国人住民にあっては法第７条第１号から第４号、

第７号から第８号の２まで及び第13号に規定する事項、通称

、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地域、外国人住

民となった年月日並びに法第30条の45の表の下欄に掲げる事

項。以下「基本事項」という。）と法第７条第９号から第11

号の２までに規定する事項（外国人住民にあっては法第７条

第10号から第11号の２までに規定する事項。以下「個別事項

」という。）とをそれぞれ別葉にする等複葉とすることも、

それが統合管理されているものである限り、差し支えないも

のであること。 

第２ 住民基本台帳 

 １ 住民票 

  (1) 様式及び規格 

   ア 住民票（法第６条第３項の規定により磁気ディスクをもっ

て調製される住民票を除く。以下このア及びイにおいて同じ

。）の様式は、法定されていないから、市町村において住民

の利便を考慮し、簡明かつ平易な様式について創意工夫され

たい。なお、住民票は、原則として、個人又は世帯につき一

葉とされることが望ましいが、法第７条第１号から第８号の

２まで及び第13号に規定する事項（氏に変更があった者にあ

っては法第７条第１号から第８号の２まで及び第13号に規定

する事項並びに住民票に記載をされている旧氏及び旧氏の振

り仮名、外国人住民にあっては法第７条第１号から第４号、

第７号から第８号の２まで及び第13号に規定する事項、通称

、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地域、外国人住

民となった年月日並びに法第30条の45の表の下欄に掲げる事

項。以下「基本事項」という。）と法第７条第９号から第11

号の２までに規定する事項（外国人住民にあっては法第７条

第10号から第11号の２までに規定する事項。以下「個別事項

」という。）とをそれぞれ別葉にする等複葉とすることも、

それが統合管理されているものである限り、差し支えないも

のであること。 
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  参考までに、基本事項及び個別事項についての様式の例を

示せば、おおむね、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考までに、基本事項及び個別事項についての様式の例を

示せば、おおむね、次のとおりである。 
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日本の国籍を有する者に係る住民票の様式例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の国籍を有する者に係る住民票の様式例 
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外国人住民に係る住民票の様式例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人住民に係る住民票の様式例 
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   （注） （略） 

   イ 住民票の規格は、法定されていないが、個人票は日本標準

規格（紙の仕上寸法）で定めるＡ６判（105㎜×148㎜）以上

Ａ４判（210㎜×297㎜）以内が、その利用上および管理上適

当である。 

     なお、住民票の紙質は、その写しの作成方法との関連を考

慮しつつ、できるだけ丈夫なものとする。 

   ウ 市町村長は、事務処理の合理化を図る見地より住民票の様

式若しくは規格又は住民票の仕様等を変更しようとする場合

には、全部の住民票を一斉に改製することなく、新たに作成

する住民票より逐次変更する取扱いとすることも差し支えな

い。 

   エ 法第６条第３項の規定により住民票を磁気ディスクをもっ

て調製する市町村における、当該住民票の仕様及び当該磁気

ディスクの規格については、地方公共団体情報システムの標

準化に関する法律（令和３年法律第40号。以下「標準化法」

という。）において必要とされる機能等についての基準の策

定をすることとされており、標準化法に基づき定める住民記

録システムの機能要件の標準によること。 

  (2) 記載事項（法第７条、法第30条の45） 

   (注) （略） 

   ア 氏名及び氏名の振り仮名（法第７条第１号、第１号の２） 

     日本の国籍を有する者については、戸籍に記載又は記録が

されている氏名及び氏名の振り仮名（以下「氏名等」という

。）を記載（字体も同一にする。）する。世帯票の場合には

、氏を同じくする世帯員が数人いる場合であっても、氏を省

   （注） （略） 

   イ 住民票の規格は、法定されていないが、個人票は日本標準

規格（紙の仕上寸法）で定めるＡ６判（105㎜×148㎜）以上

Ａ５判（148㎜×210㎜）以内が、その利用上および管理上適

当である。 

     なお、住民票の紙質は、その写しの作成方法との関連を考

慮しつつ、できるだけ丈夫なものとする。 

   ウ 法第６条第３項の規定により住民票を磁気ディスクをもっ

て調製する市町村における、当該住民票の仕様及び当該磁気

ディスクの規格についても、特に法定されていないので、市

町村において、事務処理の合理化の観点から適当なものとす

ること。 

   エ 市町村長は、事務処理の合理化を図る見地より住民票の様

式若しくは規格又は住民票の仕様等を変更しようとする場合

には、全部の住民票を一斉に改製することなく、新たに作成

する住民票より逐次変更する取扱いとすることも差し支えな

い。 

 

 

  (2) 記載事項（法第７条、法第30条の45） 

   (注) （略） 

   ア 氏名及び氏名の振り仮名（法第７条第１号、第１号の２） 

     日本の国籍を有する者については、戸籍に記載又は記録が

されている氏名及び氏名の振り仮名（以下「氏名等」という

。）を記載（字体も同一にする。）する。世帯票の場合には

、氏を同じくする世帯員が数人いる場合であっても、氏を省
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略することなく氏名等を記載する。本籍のない者又は本籍の

不明な者については、日常使用している氏名を記載する。 

     外国人住民のうち、中長期在留者等については、在留カー

ド等に記載されている氏名を記載する。 

     なお、出入国港において在留カードを交付されなかった中

長期在留者にあっては、後日在留カードを交付する旨の記載

がされた旅券のローマ字表記の氏名を記載する。 

     出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者につ

いては、出生届、国籍喪失届又は国籍喪失報告に付記されて

いるローマ字表記の氏名を記載する。ただし、これら戸籍の

届出書等にローマ字表記の氏名の付記がない場合、住民票の

氏名については同届出書等に記載されたカタカナ又は漢字に

よる表記の氏名を記載する。なお、これら経過滞在者が後日

在留資格を取得した等として、出入国在留管理庁長官からの

通知がなされた場合において、同通知上の氏名が異なってい

るときは、同通知に基づき氏名の記載を修正する。 

     非漢字圏の外国人住民（漢字圏の外国人住民のうち本国に

おける公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない

者を含む。）について、印鑑登録証明に係る事務処理上氏名

のカタカナ表記を必要とする場合には、これを備考として記

入することが適当である。 

     世帯票の場合における世帯員の記載順序は、次によること

が適当であり、転入等により既設の世帯に入る者については

、末尾に順次記載する。 

     （略） 

   イ～ノ （略） 

略することなく氏名等を記載する。本籍のない者又は本籍の

不明な者については、日常使用している氏名を記載する。 

     外国人住民のうち、中長期在留者等については、在留カー

ド等に記載されている氏名を記載する。 

     なお、出入国港において在留カードを交付されなかった中

長期在留者にあっては、後日在留カードを交付する旨の記載

がされた旅券のローマ字表記の氏名を記載する。 

     出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者につ

いては、出生届、国籍喪失届又は国籍喪失報告に付記されて

いるローマ字表記の氏名を記載する。ただし、これら戸籍の

届出書等にローマ字表記の氏名の付記がない場合、住民票の

氏名については同届出書等に記載されたカタカナ又は漢字に

よる表記の氏名を記載する。なお、これら経過滞在者が後日

在留資格を取得した等として、出入国在留管理庁長官からの

通知がなされた場合において、同通知上の氏名が異なってい

るときは、同通知に基づき氏名の記載を修正する。 

     非漢字圏の外国人住民について、印鑑登録証明に係る事務

処理上氏名のカタカナ表記を必要とする場合には、これを備

考として記入することが適当である。 

 

 

     世帯票の場合における世帯員の記載順序は、次によること

が適当であり、転入等により既設の世帯に入る者については

、末尾に順次記載する。 

     （略） 

   イ～ノ （略） 
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 ２～３ （略） 

 ４ 住民票の写し等の交付 

  (1) 本人等の請求による住民票の写し等の交付 

   ① 窓口における請求の場合 

    ア （略） 

    イ 作成 

     (ｱ)～(ｲ) （略） 

     (ｳ) 住民票の写しは、事務処理の能率化及び誤記の防止の

見地より、複写機又はプリンター等によることが便宜で

あるが、やむを得ない場合においては、手書き又はタイ

プライターによっても差し支えない。 

       また、法第６条第３項の規定により住民票を磁気ディ

スクをもって調製している市町村において作成する、法

第12条第１項の請求に対して交付する住民票に記載され

ている事項を記載した書類の様式については、標準化法

に基づき定める住民記録システムの帳票要件の標準によ

ることとし、規格については、１－(1)－イに準じて取

り扱うことが適当である。 

       なお、磁気ディスクをもって調製せず、紙で管理する

住民票に係る用紙の様式は原本と同一とする。 

     (ｴ)～(ｶ) （略） 

     (ｷ) 住民票記載事項証明書の様式及び規格については、法

定されていないが、市町村において住民の利便を考慮し

、簡明かつ平易な様式について創意工夫されたい。 

また、法第６条第３項の規定により住民票を磁気ディ

スクをもって調製している市町村において作成する、住

 ２～３ （略） 

 ４ 住民票の写し等の交付 

  (1) 本人等の請求による住民票の写し等の交付 

   ① 窓口における請求の場合 

    ア （略） 

    イ 作成 

     (ｱ)～(ｲ) （略） 

     (ｳ) 住民票の写しは、事務処理の能率化及び誤記の防止の

見地より、複写機又はプリンター等によることが便宜で

あるが、手書き又はタイプライターによっても差し支え

ない。なお、この場合において、法第６条第３項の規定

により住民票を磁気ディスクをもって調製している市町

村以外の市町村における用紙の様式は原本と同一とする

。 

       また、法第６条第３項の規定により住民票を磁気ディ

スクをもって調製している市町村において作成する、法

第12条第１項の請求に対して交付する住民票に記載され

ている事項を記載した書類の様式及び規格については、

１－(1)－ア及びイに準じて取り扱うことが適当である

。 

     (ｴ)～(ｶ) （略） 

     (ｷ) 住民票記載事項証明書の様式及び規格については、法

定されていないが、市町村において住民の利便を考慮し

、簡明かつ平易な様式について創意工夫されたい。なお

、住民票記載事項証明書の交付を請求する者が自ら用紙

を持参した場合については、原則としてこれに証明する
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民票記載事項証明書の様式及び規格については、住民票

の写しに準じて取り扱う。 

なお、住民票記載事項証明書の交付を請求する者が自

ら用紙を持参した場合については、原則としてこれに証

明することとして差し支えない。 

     (ｸ)～(ｺ) （略） 

    ウ （略） 

   ②～⑥ （略） 

  (2)～(4) （略） 

 ５ （略） 

 ６ 除票簿 

  (1) 除票簿の保存（法第15条の２） 

    市町村長は、住民票（世帯を単位とする住民票にあっては、

その全部）を消除したとき、又は住民票を改製したときは、そ

の消除した住民票又は改製前の住民票（以下「除票」と総称す

る。）を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保

存しなければならない。また、除票は、その消除された日又は

改製された日から150年間保存する（法第15条の２、令第34条

第１項）。 

    除票の様式及び規格については、特に法定されていないが、

1－(1)－アからウまでに準じて取り扱うことが適当である。た

だし、当該住民票の除票であることを明示すること。法第15条

の２第２項の規定により除票を磁気ディスクをもって調製する

市町村における当該除票の仕様及び当該磁気ディスクの規格に

ついては、1－(1)－エに準じて取り扱う。 

 

こととして差し支えない。 

 

 

 

 

     (ｸ)～(ｺ) （略） 

    ウ （略） 

   ②～⑥ （略） 

  (2)～(4) （略） 

 ５ （略） 

 ６ 除票簿 

  (1) 除票簿の保存（法第15条の２） 

    市町村長は、住民票（世帯を単位とする住民票にあっては、

その全部）を消除したとき、又は住民票を改製したときは、そ

の消除した住民票又は改製前の住民票（以下「除票」と総称す

る。）を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保

存しなければならない。また、除票は、その消除された日又は

改製された日から150年間保存する（法第15条の２、令第34条

第１項）。 

    除票の様式及び規格については、特に法定されていないので

、市町村において、事務処理の合理化の観点から適当なものと

すること。ただし、当該住民票の除票であることを明示するこ

と。法第15条の２第２項の規定により除票を磁気ディスクをも

って調製する市町村における当該除票の仕様及び当該磁気ディ

スクの規格についても、市町村において、事務処理の合理化の

観点から適当なものとすること。 
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  (2)～(6) （略） 

第３ 戸籍の附票 

 １ 戸籍の附票（法第16条） 

  (1) 様式及び規格 

   ア 戸籍の附票（法第16条第２項の規定により磁気ディスクを

もって調製される戸籍の附票を除く。以下(ｱ)から(ｵ)までに

おいて同じ。）の様式及び規格については、法定されていな

いが、次の点に留意しつつ、その様式の合理化について検討

することが望ましい。なお、参考までに、様式の例を示せば

、おおむね、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)～(6) （略） 

第３ 戸籍の附票 

 １ 戸籍の附票（法第16条） 

  (1) 様式及び規格 

    戸籍の附票（法第16条第２項の規定により磁気ディスクをも

って調製される戸籍の附票を除く。以下ア、イ、ウ、エ及びオ

において同じ。）の様式及び規格については、法令等で規制さ

れていないが、次の点に留意しつつ、その様式の合理化につい

て検討することが望ましい。 
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戸籍の附票の様式例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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    (ｱ) 冒頭に本籍欄及び氏名欄を設けること。 

    (ｲ) 本籍及び筆頭者の氏名欄の次に各人ごとの欄を設け、そ

の住所、住所を定めた年月日、氏名等、出生の年月日、男

女の別、住民票コードの各欄を設けること。 

    (ｳ) 在外選挙人名簿登録に係る欄を設けること。 

    (ｴ) 各人ごとの欄は、太線等をもってその区界を明確にする

ことが適当であること。 

    (ｵ) その他市町村の事務処理の必要に応じ、戸籍の附票記載

事由欄、住所記載事由欄、世帯主氏名欄、番号欄等を設け

てもよいものであること。 

   イ 法第16条第２項の規定により戸籍の附票を磁気ディスクを

もって調製する市町村における当該戸籍の附票の仕様及び当

該磁気ディスクの規格については、標準化法において必要と

される機能等についての基準の策定をすることとされており

、標準化法に基づき定める戸籍附票システムの機能要件の標

準によること。 

  (2)～(3) （略） 

 ２ （略） 

 ３ 戸籍の附票の写しの交付 

  (1) （略） 

  (2) 作成及び交付 

   ア 戸籍の附票の写しの作成及び交付については、住民票の写

しの作成及び交付に準じて取り扱う。 

     写しの交付の際の認証文は、次の例によることが適当であ

る。 

     「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明す

   ア 冒頭に本籍欄及び氏名欄を設けること。 

   イ 本籍及び筆頭者の氏名欄の次に各人ごとの欄を設け、その

住所、住所を定めた年月日、氏名等、出生の年月日、男女の

別、住民票コードの各欄を設けること。 

   ウ 在外選挙人名簿登録に係る欄を設けること。 

   エ 各人ごとの欄は、太線等をもってその区界を明確にするこ

とが適当であること。 

   オ その他市町村の事務処理の必要に応じ、戸籍の附票記載事

由欄、住所記載事由欄、世帯主氏名欄、番号欄等を設けても

よいものであること。 

   カ 法第16条第２項の規定により戸籍の附票を磁気ディスクを

もって調製する市町村における当該戸籍の附票の仕様及び当

該磁気ディスクの規格についても、特に法定されていないの

で、市町村において、事務処理の合理化の観点から適当なも

のとすること。 

 

  (2)～(3) （略） 

 ２ （略） 

 ３ 戸籍の附票の写しの交付 

  (1) （略） 

  (2) 作成及び交付 

   ア 戸籍の附票の写しの作成及び交付については、住民票の写

しの作成及び交付に準じて取り扱う。なお、法第16条第２項

の規定により戸籍の附票を磁気ディスクをもって調製してい

る市町村において交付する、法第20条の戸籍の附票に記録さ

れている事項を記載した書類の様式及び規格については、第



12 

 

る。」 

なお、法第16条第２項の規定により戸籍の附票を磁気ディ

スクをもって調製している市町村において交付する、法第20

条の戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の様式

については、標準化法に基づき定める戸籍附票システムの帳

票要件の標準によること。 

   イ～オ （略） 

 ４ （略） 

５ 戸籍の附票の除票簿 

 (1) 戸籍の附票の除票簿の保存（法第21条） 

市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の

附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の

戸籍の附票（以下「戸籍の附票の除票」と総称する。）をつづ

り、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。また

、戸籍の附票の除票は、その消除された日又は改製された日か

ら150年間保存する（法第21条、令第34条第１項）。 

    戸籍の附票の除票の様式及び規格については、特に法定され

ていないが、１－(1)－アに準じて取り扱うことが適当である

。ただし、当該戸籍の附票の除票であることを明示すること。

法第21条第２項の規定により戸籍の附票の除票を磁気ディスク

をもって調製する市町村における当該戸籍の附票の除票の仕様

及び当該磁気ディスクの規格については、１－(1)－イに準じ

て取り扱う。 

 

 (2)～(4) （略） 

  ア （略） 

３－１－(1)－ア、イ、ウ及びエに準じて取り扱うことが適

当である。 

     写しの交付の際の認証文は、次の例によることが適当であ

る。 

     「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明す

る。」 

   イ～オ （略） 

 ４ （略） 

 ５ 戸籍の附票の除票簿 

 (1) 戸籍の附票の除票簿の保存（法第21条） 

市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の

附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の

戸籍の附票（以下「戸籍の附票の除票」と総称する。）をつづ

り、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。また

、戸籍の附票の除票は、その消除された日又は改製された日か

ら150年間保存する（法第21条、令第34条第１項）。 

    戸籍の附票の除票の様式及び規格については、特に法定され

ていないので、市町村において、事務処理の合理化の観点から

適当なものとすること。ただし、当該戸籍の附票の除票である

ことを明示すること。法第21条第２項の規定により戸籍の附票

の除票を磁気ディスクをもって調製する市町村における当該戸

籍の附票の除票の仕様及び当該磁気ディスクの規格についても

、市町村において、事務処理の合理化の観点から適当なものと

すること。 

 (2)～(4) （略） 

  ア （略） 



13 

 

  イ 作成及び交付 

(ｱ) 戸籍の附票の除票の写しの作成及び交付については、戸

籍の附票の写しの作成及び交付に準じて取り扱う。 

写しの交付の際の認証文は、次の例によることが適当であ

る。 

「この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを

証明する。」 

   (ｲ)～(ｵ) （略） 

 (5) （略） 

第４ 届出 

 １ 届出書の様式及び規格 

  (1)～(2)（略） 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 各種の届出ごとに異なった様式を用いることなしに、共通の

様式を用いることも適当であろう。 

 ２ 届出の受理 

  (1) （略） 

  イ 作成及び交付 

(ｱ) 戸籍の附票の除票の写しの作成及び交付については、住

民票の写しの作成及び交付に準じて取り扱う。 

写しの交付の際の認証文は、次の例によることが適当であ

る。 

「この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを

証明する。」 

   (ｲ)～(ｵ) （略） 

 (5) （略） 

第４ 届出 

 １ 届出書の様式及び規格 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 事務処理の合理化のため届出書の写しを次のような方法に活

用することを検討すること。 

   ア 本籍地および前住所地の市町村長への通知書として利用す

ること。この場合においては、その通知書となる届出書の写

しの部分が官製葉書大（長さ14．８センチメートル、幅10セ

ンチメートル）となるように設計することが適当であること

。 

   イ 転出証明書として利用すること。 

   ウ 委員会への通知その他の市町村内部における連絡のため利

用すること。 

  (4) 各種の届出ごとに異なった様式を用いることなしに、共通の

様式を用いることも適当であろう。 

 ２ 届出の受理 

  (1) （略） 
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  (2) 実質的審査 

   ア 現に届出の任に当たっている者に対し、本人であるかどう

か確認をするため、書類の提示若しくは提出又は説明を求め

るものとする（法第27条第２項及び規則第８条）。本人確認

の方法は、第２－４－(1)－①－ア－(ｲ)に準じて取り扱う。 

     この場合において、第２－４－(1)－①－ア－(ｲ)－Ａの書

類による本人確認ができなかった場合、郵便等により転出届

が行われた場合、代理人又は使者による届出で委任状の文面

や署名の字体等から判断して届出者からの指定の事実を特に

確認する必要がある場合等においては、市町村長の判断によ

り、届出を受理した上で届出者本人に対して届出を受理した

旨の通知をすることが考えられる。 

     特に、転出届について本人確認が十分にできなかった場合

には、通知することが適当である。 

     通知は、次のように行うことが適当である。なお、届出者

が戸籍届に係る通知文書の対象となっている場合には、それ

と併せて行うことも考えられる。 

    (ｱ) 内  容 

      届出年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨

を記載する。（様式例参照） 

    (ｲ) 宛  先 

      届出者本人あてに、異動前住所に送付する。 

    (ｳ) 通知手段 

      封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができない

ような処理をした葉書により、転送不要の郵便物等の扱い

として送付する。 

  (2) 実質的審査 

   ア 現に届出の任に当たっている者に対し、本人であるかどう

か確認をするため、書類の提示若しくは提出又は説明を求め

るものとする（法第27条第２項及び規則第８条）。本人確認

の方法は、第２－４－(1)－①－ア－(ｲ)に準じて取り扱う。 

     この場合において、第２－４－(1)－①－ア－(ｲ)－Ａの書

類による本人確認ができなかった場合、郵便等により転出届

が行われた場合、代理人又は使者による届出で委任状の文面

や署名の字体等から判断して届出者からの指定の事実を特に

確認する必要がある場合等においては、市町村長の判断によ

り、届出を受理した上で届出者本人に対して届出を受理した

旨の通知をすることが考えられる。 

     特に、転出届について本人確認が十分にできなかった場合

には、通知することが適当である。 

     通知は、次のように行うことが適当である。なお、届出者

が戸籍届に係る通知文書の対象となっている場合には、それ

と併せて行うことも考えられる。 

    (ｱ) 内  容 

      届出年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨

を記載する。（様式例参照） 

    (ｲ) 宛  先 

      届出者本人あてに、異動前住所に送付する。 

    (ｳ) 通知手段 

      封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができない

ような処理をした葉書により、転送不要の郵便物等の扱い

として送付する。 
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    (ｴ) 返送された場合の処理 

      宛先不明等により返送された通知は、再送することなく

市町村において保管するものとする。保存期間は、市町村

の住民異動届の保存期間と同じとする。本人確認の結果の

記録については、次のような事項を届出書の欄外の適宜の

箇所に記載することが適当である。 

     ・本人確認ができた場合は、本人確認ができた旨、本人確

認の方法、提示させた証明書等の種類等を記載する。 

     ・本人確認ができなかった場合は、住民異動届に本人確認

ができなかった旨を記載する。 

     ・通知をした場合は、通知した旨等を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (ｴ) 返送された場合の処理 

      宛先不明等により返送された通知は、再送することなく

市町村において保管するものとする。保存期間は、市町村

の住民異動届の保存期間と同じとする。本人確認の結果の

記録については、次のような事項を届出書の欄外の適宜の

箇所に記載することが適当である。 

     ・本人確認ができた場合は、本人確認ができた旨、本人確

認の方法、提示させた証明書等の種類等を記載する。 

     ・本人確認ができなかった場合は、住民異動届に本人確認

ができなかった旨を記載する。 

     ・通知をした場合は、通知した旨等を記載する。 
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（様式例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式例） 
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   イ～オ （略） 

 ３ 転出証明書 

   転出届があったときは、転入届の特例の適用を受ける者から転

出届があったとき又は国外に転出をするときを除き、転出証明書

を交付する（令第24条第１項）。 

  (1) 転出証明書の作成は、住民票の写しまたは転出届の写しに必

要な記載をして行う等簡易な方法により行うことが適当である

。 

  (2) 転出証明書には、転出証明書である旨を表示するとともに、

その末尾またはその裏面に次の例により、転出届があった旨の

記載をし、市町村長が記名押印をする。また、公印を省略する

場合は、公印を省略した旨を記載すること。 

    （例） 

      上（表）記の者について、当市（町村）から転出をする

旨の届出があったことを証明する。 

         令和  年  月  日 

 

           都道府県 市（町村）長氏名  印 

 

    なお、転出証明書には、次のような注記をすることが適当で

ある。 

    （例） 

      転入をした市町村に、転入をした日から14日以内に、こ

の証明書を添えて転入届をしてください。 

  (3) 住民記録システムから転出証明書を出力する場合は、標準化

法に基づき定める住民記録システムの帳票要件の標準によるこ

   イ～オ （略） 

 ３ 転出証明書 

   転出届があったときは、転入届の特例の適用を受ける者から転

出届があったとき又は国外に転出をするときを除き、転出証明書

を交付する（令第24条第１項）。 

  (1) 転出証明書の作成は、住民票の写しまたは転出届の写しに必

要な記載をして行う等簡易な方法により行うことが適当である

。 

  (2) 転出証明書には、転出証明書である旨を表示するとともに、

その末尾またはその裏面に次の例により、転出届があった旨の

記載をし、市町村長が記名押印をする。 

    （例） 

      上（表）記の者について、当市（町村）から転出をする

旨の届出があったことを証明する。 

         令和  年  月  日 

 

           都道府県 市（町村）長氏名  印 

 

 

    なお、転出証明書には、次のような注記をすることが適当で

ある。 

    （例） 

      転入をした市町村に、転入をした日から14日以内に、こ

の証明書を添えて転入届をしてください。 

  （新設） 
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と。 

  (4) １年以内に従前の住所地に転出する者については、転出証明

書にその旨を記入する。 

  (5) 転出届はあらかじめ行うこととされているが、事情により住

所を移すまでの間に届出を行うことができない場合等には、転

出をした日から14日以内に限り転出届を受理することができる

。この期間を経過した日以後は、職権による住民票の消除等に

より、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として

発行した旨を記載した転出証明書に準ずる証明書又は除票の写

しを交付する。 

  (6) 転出証明書には住民票コード及び個人番号が記載されること

から、転出届を代理人が行い、転出証明書を代理人に交付する

場合、個人情報及び特定個人情報の保護の観点から、住民票コ

ード及び個人番号が代理人の目に触れないよう転出証明書を封

筒に入れて封をする等の措置を行う。 

 ４ 転入届の特例 

  (1) 転出届の受理 

   ア～カ （略） 

   キ 転出地市町村長は、法第24条の２第３項に基づき、転出届

を受理した後、速やかに第５－１－ケの事項を転入予定地市

町村長に通知する。なお、転出地市町村長においては、法第

24条の２第５項の規定に基づき、第５－１－クの事項の通知

を受けた際に転出証明書情報を直ちに通知できるよう、その

保存期間は、転出の予定年月日から60日間保持することが適

当である。 

  (2) （略） 

 

  (3) １年以内に従前の住所地に転出する者については、転出証明

書にその旨を記入する。 

  (4) 転出届はあらかじめ行うこととされているが、事情により住

所を移すまでの間に届出を行うことができない場合等には、転

出をした日から14日以内に限り転出届を受理することができる

。この期間を経過した日以後は、職権による住民票の消除等に

より、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として

発行した旨を記載した転出証明書に準ずる証明書又は除票の写

しを交付する。 

  (5) 転出証明書には住民票コード及び個人番号が記載されること

から、転出届を代理人が行い、転出証明書を代理人に交付する

場合、個人情報及び特定個人情報の保護の観点から、住民票コ

ード及び個人番号が代理人の目に触れないよう転出証明書を封

筒に入れて封をする等の措置を行う。 

 ４ 転入届の特例 

  (1) 転出届の受理 

   ア～カ （略） 

   キ 転出地市町村長は、法第24条の２第３項に基づき、転出届

を受理した後、速やかに第５－１－ケの事項を転入予定地市

町村長に通知する。なお、転出地市町村長においては、第24

条の２第５項の規定に基づき、第５－１－クの事項の通知を

受けた際に転出証明書情報を直ちに通知できるよう、その保

存期間は、転出の予定年月日から60日間保持することが適当

である。 

  (2) （略） 
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第５ その他 

 １～６ （略） 

 ７ 調査 

   市町村の職員が、法第34条の規定に基づく調査を行うにあたっ

て関係人に対して質問をし、または文書の提示を求めるときは、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求に応じこれを提示

しなければならない。 

   参考までに身分証明書の様式例を示せば、おおむね、次のとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ その他 

 １～６ （略） 

 ７ 調査 

   市町村の職員が、法第34条の規定に基づく調査を行うにあたっ

て関係人に対して質問をし、または文書の提示を求めるときは、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求に応じこれを提示

しなければならない。 

   参考までに身分証明書の様式例を示せば、おおむね、次のとお

りである。 
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 ８～９ （略） 

 10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並

びに戸籍の附票の写し等の交付におけるドメスティック・バイオ

レンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の

被害者の保護のための措置 

  ア 申出の受付 

   (ｱ)～(ｳ) （略） 

   (ｴ) 申出者の本人確認 

     当初受付市町村長は、申出者に対し、市町村の事務所への

出頭を求め、個人番号カード等の写真が貼付された本人確認

書類の提示を求めるなどの方法により、本人確認を行う。 

 

 ８～９ （略） 

 10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並

びに戸籍の附票の写し等の交付におけるドメスティック・バイオ

レンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の

被害者の保護のための措置 

  ア 申出の受付 

   (ｱ)～(ｳ) （略） 

   (ｴ) 申出者の本人確認 

     当初受付市町村長は、申出者に対し、市町村の事務所への

出頭を求め、個人番号カード等の写真が貼付された身分証明

書の提示を求めるなどの方法により、本人確認を行う。 

 

 


